
 

一般名処方(加算)について 

当院では患者様への医薬品が、安定して供給

される様に取り組んでまいります。 

現在、一部の医薬品について、十分な供給が

難しい状況が続いています。 

医薬品に関しましては、特定の「商品名」を

指定せずに、薬剤の有効成分の名称をもとに 

した“一般名処方(加算)”を行う場合があり  

ます。 

一般名処方は有効成分、効能が同じお薬で 

あれば、患者さんが自由にお薬を選んでいただ

けます。そのため、保険薬局にて患者さん  

ご自身の希望を確認される場合があります。 

この一般名処方のメリットは、安定供給のみ

ならず、患者さんが後発医薬品(ジェネリック)

を選択することも可能で、経済的負担が軽く 

なります。 

ご不明な点等ございましたら、医師、薬剤師

までご相談ください。 

ご来院の皆様 

社会福祉法人 東京有隣会 有隣病院 


